
年内汲み取り希望の方は１２月２０日(月)までに申し込みをお願いします。 

 
手指の消毒、マスクの着用をお願いします。 

●日時：１２月２４日(金)  

１月 ６日(木) 

９時から１２時まで 

●場所：洞爺ふるさと交流センター 

●参加費：無料 

 

老人世帯、重度心 

身障害者世帯、ひと 

り親世帯等に対し、 

灯油の購入助成を行っておりま

す。受付は２月２８日(月)まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
寒くなり窓を閉めた状態が多くなりがちですが、感染拡大を回避するために定

期的に窓を開けるなど、基本的な感染防止行動を実践しましょう。 
 

日常生活において 

特に「換気」など屋内での感染防 

止行動を実践しましょう。 
 

外出の際は  

発熱や咳など体調が悪い時は外出 

を控えましょう。 
 

飲食の際は  

感染リスクを回避しましょう。 

特に大人数の際は、より一層注意 

しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

場所：洞爺総合支所 町民相談室 

時間：午前 9 時３０分から 11 時３０分まで 

１月・・・１４日(金) 
２月・・・１８日(金) 

 

 

 

赤ちゃん、自分の健康に不安のある方、
保健師が相談にのります！ 



 

今年の洞爺総合支所の給与所得及び年金所得等の還付申告受付

は、令和 4 年２月１日（火）から令和４年３月１４日（月）まで

の受付となります。 

 また、担当職員による申告相談日は、次のとおりです。 

コロナウイルス感染対策のため申告受付につきましては、総合支所はもちろん

本庁税務財政課においても書類を一時預かり後日連絡させていただくこととなり

ますのでご了承ください。 

なお、新規事業所得、事業所得（青）、分離譲渡所得、準確定申告、複雑で多岐

に渡る申告については、税務署での申告をお願いします。 

 国民健康保険、後期高齢者医療、重度心身障害者医療、乳幼児等医療、ひと

り親家庭等医療の対象者となる世帯で、確定申告が不要な人で、給与・課税年金

以外の収入がある人は必ず住民税申告を(未収入申告含む）してください。 

 

～洞爺総合支所の申告相談日～ 

★日にち：令和 4 年 2 月４日（金）、２月１８日（金） 

★時 間：午後１：３０～５：００ 

※この日は税務担当者が洞爺総合支所におります！ 

 
 
 

除雪の時期がやってきました。 

住民のみなさんには次のことをお願いします。 

① 雪を道路へ出さないでください。 

★雪を道路へ出すと、雪山を作り、車道の通行や歩行者の安全な歩行の妨げ

になりますので、雪出しはやめてください。 

② 路上駐車、歩道上の駐車、物の放置は、やめてください。 

★道路ギリギリに物が放置してあると除雪作業の妨げになり、道幅も狭くな

りますので注意してください。 

③除雪車には近づかないでください。 


